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研究成果の概要（和文）：本研究では、①信託を中心とする事業財産権モデル、②知的財産の完全な自由利用を
保障するタイプと対価徴収権を中核とするタイプの複合モデルを基礎とする情報財産権モデル、③景観利益や環
境利益の侵害に対する救済および原子力損害からの被害者救済に適合した環境財産権モデル、④パブリシティー
や個人情報の財産化、ヒト由来物質や身体の譲渡・利用可能性に照準を合わせた人格財産権モデルを提示した。
そのうえで、これらの研究成果を踏まえ、共同研究メンバーが、物権法、債権法、契約法の各領域の再編を企図
した体系書を刊行したほか、2015年度の日本私法学会シンポジウムで「不法行為法の立法的課題」を担当した。

研究成果の概要（英文）：This project has established four models for property rights: (1) business 
property rights, the typical example of which being trusts, (2) information property rights, which 
are based on a hybrid of rights guaranteeing the exclusive use of intellectual property and rights 
to claim compensation, (3) environmental property rights, which form the legal basis of remedies for
 destroying the landscape or violating other environmental interests  or remedies for nuclear 
damage, and (4) personality property rights, through which publicity and personal information are 
treated as property and which facilitate the transfer and use of human bodies and human biological 
material. Based on these results, the members of this project have published monographs 
reconstructing several legal areas such as property law, obligation law and contract law. The 
members have also held the symposium “Legislative Issues in Tort Law” at the annual conference of 
the Japan Association of Private Law in 2015.

研究分野： 民法
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 本研究は、財産権の現代化の要請に応じた
新たな財産権モデルを構築し、これを基礎と
して、財産法制の見直しをおこなうことを目
的とするものであった。 
 財産権については､民法で物権と債権が定
められ､それに基づいて様々な特別法で物権
や物権に準ずる権利が定められている｡しか
し､ 本研究は、財産権の現代化の要請に応
じた新たな財産権モデルを構築し、これを基
礎として、財産法制の見直しをおこなうこと
を目的とするものであった。 
 本研究開始の当時、財産権については､民
法で物権と債権が定められ､それに基づいて
様々な特別法で物権や物権に準ずる権利が
定められている｡しかし､本研究開始の当時、
近時の社会･経済の変化は､こうした財産権
のあり方を現代的状況に応じて捉え直し（財
産権の現代化）､財産法制を抜本的に見直す
ことを要請する状況にあった｡具体的には、
次のような新たな財産権と考えられるもの
が出現する中、それぞれについて次のような
要請が存在していた。 
 ① 事業の財産化 現在では､財産的価値
を有するものを取引可能な財産として構成
し､市場取引に乗せることにより､利益の拡
大と経済活動の活性化を図ることが要請さ
れていた｡その結果､財産の収益価値に着目
した資金調達の手法のほか､事業の収益を財
産として構成する手法が注目されていた。 
 ② 情報の財産化 現在では､情報の財産
的価値が高まり､情報技術の発達により情報
の流通可能性が飛躍的に高まってきた結果､
知的財産権について物権的保護を認めるこ
とが情報の活用を阻害する恐れが問題とな
るほか､既存の知的財産権ではカバーされな
い情報の財産化が課題となってきた｡ 
 ③ 環境の財産化 都市化の進展により､
不動産の高度利用が要請され､権利者間の調
整が深刻化してきているほか、効率と快適さ
を重視したシステムの発展により、環境破壊
が深刻化し、良好な環境を持続的に維持する
仕組みを織り込んだ財産権のあり方が求め
られていた。 
 ④ 人格の財産化 財産的価値の高度利
用が進められ、パブリシティーや個人情報等
のように、人格に関わるものも財産化されて
いるほか、臓器や精子・卵子・胚等､身体･生
命に関わるものの譲渡や利用も問題となり、
人格性という観点からどのように歯止めを
かけるかが課題となっていた。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、従来の物権と債権を基礎とした
財産権モデルに対して、財産権の現代化の要
請に応じた新たな財産権モデルを構築し、財
産権の構成枠組みを明らかにすることによ
り、財産法制を見直す方向性を提示すること
を目的とする。具体的には、研究期間内に、
以下の諸点を明らかにする。 

(1) 新たな財産権モデルの構築 
 物権・債権では捉えきれない財産権を認め
る必要が生じていることを踏まえ、次のよう
な新たな財産権モデルを構築する。 
 ① 事業財産権モデル 事業を独立した
財産として構成し、その適切な運営と管理を
保障して、収益を優先的に確保するための制
度が必要とされていることから、会社制度と
信託制度を手がかりとして、そうした事業財
産権の形成を可能にする制度的前提を明ら
かにする。 
 ② 情報財産権モデル 差止請求権を制
限し、対価徴収権に止める可能性を含め、侵
害を排除できないが利益の帰属割当が認め
られる財産権の制度的前提を明らかにする。
また、既存の知的財産権に収まらない情報を
財産権として認めるための制度的前提も明
らかにする。 
 ③ 環境財産権モデル 環境を人々の共
生を可能にするための基盤となる財産とし
て位置づけ、その享受と管理への参与を権利
として保障するための制度を明らかにする。 
 ④ 人格財産権モデル パブリシティー
と個人情報を素材として、人格に割り当てら
れる財産的価値の内容と範囲を明らかにし、
臓器や精子・卵子・胚の譲渡や代理母問題等
生命倫理との交錯領域にかかわる問題を素
材として、人格の財産化に対する限界を明ら
かにする。 
(2) 財産法制の再編 
 以上の検討を通じて、財産権の構成枠組み
を明らかにし、それに即して財産法制を見直
し、現代化の要請に応じた民事立法の方向性
を提示する。その際、制度性と公共性の観点
に着目して財産権の構成枠組みを検討する
ことを踏まえ、このような構成枠組みを基礎
として、上記のような財産権の現代化の要請
に応じた民事立法の方向性を提示する。具体
的には、財産権の基本法にあたる民法につい
て、現代化の要請に応じた改正の方向性（財
産権の客体・公示・救済制度に関する基本ス
キームの整備、所有権・利用権・担保権及び
債権法の見直し等）を示し、特別法の再編・
整備を含めた立法提案を行う。 
 
３．研究の方法 
(1) 年次計画 
 平成２４～２６年度は、財産権の現代化の
要請に応じた財産権モデルを構築するため
の基盤研究期として、事業財産権・情報財産
権・環境財産権・人格財産権について、特徴
的かつ重要と考えられる個別問題を取り上
げて比較法研究（主としてＥＵ・英米法）・
実態研究（日本の実務状況の調査）・基礎研
究（法哲学・法と経済・憲法理論等）を行い、
財産権の現代化の要請を明らかにし、その意
味を分析した。また、それと平行して、各財
産権モデルの構築とそれに即した具体的な
立法提案について研究を行った。平成２７～
２８年度は、基盤研究を継続しながら、その



成果をもとに、財産権の現代化の要請に応じ
た財産権モデルとそれを踏まえた財産権の
構成枠組みを明らかにし、それに即して財産
法制を見直し、現代化の要請に応じた民事立
法の方向性を提示する計画で、研究を遂行し
た。 
(2) 研究体制 
 研究を遂行するにあたっては、事業財産権
研究グループ、情報財産権研究グループ、環
境財産権グループ、人格財産権研究グループ
を組織し、各グループにおいて、グループリ
ーダーのもと、新たな財産権モデルを構築す
るための研究を行い、研究代表者と全体の副
リーダーが全グループに属し、相互の連携を
円滑に図る体制をとった。さらに、本研究テ
ーマに関する比較法・基礎研究を充実したも
のとするため、京都大学法学研究科が学術交
流協定を結ぶ機関（マックス・プランク外
国・国際私法研究所（ドイツ）、フランクフ
ルト大学（ドイツ）、シアンス・ポ（フラン
ス））のほか、研究代表者・分担者と密接な
関係にあるオスナブリュック大学（ドイツ）、
ウィーン大学（オーストリア）、ヨーロッパ
不法行為法・保険法研究所等の外国研究機関
の協力を得た。 
 
４．研究成果 
(1) 新たな財産権モデルの構築に向けた成果 
① 事業財産権モデル 
 事業財産権を担当した事業財産権研究グ
ループでは、信託をベースとした財産権モデ
ルの構築に向けた研究をした。事業の財産化
に関する現代的展開の検討を通して、とくに
信託には、事業の財産化の分野でさらなる活
用可能性があると考えられることを見出し
た。 
すなわち、事業の財産化については、事業

を独立した財産として構成し、その適切な運
営と管理を保障して、収益を優先的に確保す
るための制度が必要とされているところ、た
とえばプロジェクトファイナンスはその有
力な手法であるが、この手法には、収益見込
み次第で事業単体では十分な資金調達が難
しい面がある。こういった難点を、複数のプ
ロジェクトをバンドリングして信託を設定
し、その収益から投資家へ配当することで事
業の財産化の可能性が広がる。 
また、中小企業等の承継のための信託の活

用が近時盛んにとられているが、企業の承継
とは、企業をまさに１つの財産として捉える
ことを意味している。この分野での信託の活
用例の分析から、事業の財産化の法モデルの
構築に有益な示唆を得られる可能性がある
と考えるに至った。 
② 情報財産権モデル 
 情報財産権を担当した情報財産権研究グ
ループでは、情報関連技術の発展による知的
財産の創作・利用・発信環境の変容、コンテ
ンツ流通・課金システムの多様化など、差止
請求権を中核とする従来の情報財産権モデ

ルが前提とした状況とは大きく異なった現
代的な情報財産の創作・取引環境に即した新
たな情報財産権モデルの構築を進めた。 
具体的には、差止請求権の制限を中心とし

た権利行使制限法理の分析、標準規格必須特
許に係る特許権行使の制限の検討、権利制限
規定見直しの提案（フェア・ユース規定の導
入など）、著作権の集中管理・法定許諾・強
制許諾制度の比較法的考察、デジタルコンテ
ンツの流通と消尽論に関する米国・欧州の動
向の分析などを行った。 
このような多方面にわたる研究によって、

権利者に対する利益の割り当てを保障しつ
つ、知的財産の利用・流通を最大限促進・円
滑化するためには、従来の情報財産権モデル
から脱却し、差止請求権型・完全な自由利用
保障型（フェア・ユースなど）・対価徴収権
型（法定許諾・強制許諾など）の複合モデル
への移行が必要であることを明らかとした。 
③ 環境財産権モデル 
 環境財産権を担当した環境財産権研究グ
ループでは、まず、生活妨害紛争を素材に、
私法上の権利保護と公法上の行政規制との
相互関係を問い、生活・環境利益の実現に向
けた両者の協働関係や、私法上の権利保護が
行政上の制度設計によって規定される関係
を明らかにした。 
また、特定の個人への帰属を観念すること

ができない景観利益や環境利益に関しては、
（環境侵害の）差止めという救済手段に着目
し、理論的・実際的観点からその可能性と限
界を検証するとともに、外国の環境法制にみ
られる団体訴訟を参照して、純粋環境損害に
ついて環境団体等による損害賠償請求を認
める制度設計についても考察した。 
そのほか、原発事故による広範囲な放射能

汚染、それに伴う原子力損害との関係では、
従 来想定されてきた間接的な営業侵害の
類型（自動車事故の場合）とも対比しつつ、
個人の権利保護という観点から間接被害者
論それ自体を再編すべきことを明らかにし
た。 
④ 人格財産権モデル 
 人格財産権を担当した人格財産権研究グ
ループでは、人格権財産モデルについて、次
の二つの観点から、新たな財産権モデルの構
築を検討した。 
まず、人格の財産化については、パブリシ

ティーと個人情報を素材として、従来の学
説・判例の分析や比較法的検討をふまえて、
人格に割り当てられる財産的価値の内容と
範囲を明らかにするとともに、譲渡・相続の
可否、差止請求や損害賠償等の救済手段につ
いて具体的な立法提案を行った。 
また、臓器や精子・卵子・胚の譲渡や代理

母問題等、生命倫理との交錯領域にかかわる
問題を素材として、ドイツ法やフランス法等
も参照しながら、人間の尊厳にかかわる人格
性の内実を検討するとともに、それによって
基礎づけられる人格の財産化の限界を明ら



かにする研究を行った。 
その成果として、ヒト由来物質や身体の譲

渡・利用可能性に関わる家族法や生命倫理に
関する個別立法上の規定について、具体的な
立法案を策定した。 
 
(2) 財産法制の再編に向けた成果 
①物権法・債権法・不法行為法体系の再構築
の提案 
 本研究は、財産権の現代化の要請に応じた
新たな財産権モデルを構築し、これを基礎と
して、財産法制の見直しをおこなうことを目
的とするものであった。 
 上記(1)にその概要をまとめた個々の新た
な財産権モデルの構築に向けた研究成果を
踏まえ、また、本研究の時期と並行して進行
した日本民法の改正に向けた政府・国会での
立案作業を視野に入れ、共同研究メンバーが、
それぞれの専門とする領域において、これま
での財産法体系の再編に向けた成果を公表
（一部は公表確定）した。 
 物権法と担保物権法については、研究分担
者である松岡久和が、債権総論の分野では、
研究代表者である潮見佳男が、物権・債権法
分野に新たな地平を示す体系書を刊行した
（後者は、刊行確定）。また、契約法の分野
については、研究分担者である山本敬三が、
契約法の現代化に向けた新たな制度体系を
提案する著書を刊行した。 
 さらに、財産法制の再編に当たって検討が
不可避のものとなる財産権侵害に対する救
済法の体系的再編に関して、本研究グループ
が中心となり集中的に検討した成果を、2015
年度の日本私法学会シンポジウムにおいて、
「不法行為法の立法的課題」（責任者、潮見
佳男）のタイトルのもとで学会参加者に提示
し、討議に付すとともに、将来のわが国にお
ける不法行為法の改正に向けた基礎を築い
た。 
② 財産法制の再編に向けた比較法的知見
の獲得 
 本研究においては、研究期間中に、比較法
研究として、外国人研究者を招へいした講演
会を、5 年間のうちに計 7 回実施することが
できた。その成果は、以下の 4点にまとめら
れる。 
 第一に、人格財産権に関しては、人格権を
めぐる民法理論・憲法理論が大きく発展して
いるドイツから研究者を招へいし、判例・学
説の最新動向に関する詳細な知見を得た。 
第二に、事業財産権については、請負にお

ける瑕疵担保責任，継続的契約の解消に関す
る規律および約款規制といった、今般の債権
法改正を機に重要性を増しつつある諸問題
について、台湾、ドイツおよびオーストリア
から研究者を招へいし、わが国の法状況との
対比を行った。 
第三に、各種財産権の保護に向けられた不

法行為制度に関しては、製造物責任、とりわ
け、医薬品をめぐる責任という現代的な課題

について、オーストリアおよびドイツの研究
者を招へいし、立法論をも見据えた討論を行
った。 
第四に、おおむねわが国と同時期に民法改

正作業が進められているフランスからも研
究者を招へいし、改正に関する最新の知見を
得た。 
加えて、本研究の過程で、財産法制の再編

に向けてヨーロッパの研究者グループが作
成し、公表した「ヨーロッパ私法参照枠草案」
（DCFR）のすべてを日本語に訳し、出版した
（後掲「図書」欄参照）。この成果は、当時
法務省内にて行われていた民法（債権関係）
の改正の審議に当たり、審議資料として委
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